
・避難の支障になるため、
階段や廊下には物品を
置かないでください。
・防火戸等の閉鎖障害が
ないようにしてください。

・じゅうたん、カーテン、
のれん等は防炎物品を
使用してください。

・消防用設備等は定期に
点検を実施し、
１年に１回消防署へ報告
してください。

・防火管理者 は消防計画
を再度確認し、現状にあ
わせた防火管理体制を整
えてください。

避難経路を
確保しましょう

防炎物品を使用
してください

消防用設備等を
点検する

防火管理体制を
確認しましょう

・防火対象物点検を
定期に実施し、
１年に１回消防署へ報告
してください。

・建物入居者全員が消防用
設備等を使用できるよう
日頃から訓練を実施して
ください。

建物全体で訓練を
実施しましょう

防火対象物
点検報告の実施

大阪市北区でビル火災が発生！
～あなたのビルは大丈夫ですか？～
ビル利用者の安全のために次の点を確認してください

神戸市消防局

ビル所有者・管理者の皆様へ

※ 建物全体の収容人員が30人未満（高齢者施設等では10人未満）の場合は不要です

※

※



防火管理体制 自己チェックシート
立入検査時に確認させていただく事項の一部です。

確認してください。

□
防火管理者を選任してい
ますか？(※)

□はい
□いいえ

消防署届出日
（ ）

□
消防計画を作成していま
すか？(※)

□はい
□いいえ

消防署届出日
（ ）

□
消防用設備等の点検を定
期的に実施し、消防署に
報告していますか？

□はい
□いいえ

実施日
（ ）
消防署報告日
（ ）

□
防火対象物の定期点検を
実施し、消防署に報告し
ていますか？(※)

□はい
□いいえ

実施日
（ ）
消防署報告日
（ ）

□
階段や廊下に物品を置い
ていませんか？

□はい
□いいえ

確認日
（ ）

□
防炎物品を使用していま
すか？

□はい
□いいえ

確認日
（ ）

□
訓練を実施しています
か？

□はい
□いいえ

実施日
（ ）

※ 建物全体の収容人員が30人未満（高齢者施設等では10人未満）の場合は不要です

お問い合わせは、各消防署 まで

東灘消防署 843-0119 北 消防署 591-0119 垂水消防署 786-0119

灘 消防署 882-0119  北神 分署 981-0119     西 消防署 961-0119
中央消防署 241-0119  長田消防署 578-0119   水上消防署 302-0119
兵庫消防署 512-0119 須磨消防署 735-0119             


